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１【臨時報告書の提出理由】

当ファンドの主要な関係法人の異動および発行者の解散が決定されたため、金融商品取引法第24条の５

第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第２号および第14号の規定に

基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 

 

２【報告内容】

当ファンドの発行者であるマニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社は、平成28年４月８日

の取締役会において、平成28年７月１日（予定）を効力発生日として、マニュライフ・アセット・マネ

ジメント株式会社を吸収合併存続会社とし、マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社を吸

収合併消滅会社とする合併（以下「本合併」といいます。）を行うことを決議し、同日付で合併契約を

締結いたしました。

 

１．主要な関係法人の異動に関する事項

 

(1) 主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要

 

①主要な関係法人の名称

主要な関係法人となる法人の名称：マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社

 

主要な関係法人でなくなる法人の名称：マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社

 

②資本金の額

マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社：1億4,050万円（平成28年3月31日現在）

マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社：4億9,500万円（平成28年3月31日現在）

 

③関係業務の概要

「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、当ファンドの設定を行うとともに「金融商品

取引法」に定める金融商品取引業者として当ファンドの運用（投資運用業）を行います。

 

(2)異動の理由及びその年月日

 

①異動の理由

本合併により、マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社が吸収合併存続会社、マニュラ

イフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社が吸収合併消滅会社となるため。

 

②異動の年月日

平成28年７月１日（予定）

 

EDINET提出書類

マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社(E21039)

臨時報告書（内国特定有価証券）

2/3



２．発行者の解散に関する事項

 

(1) 解散の年月日

平成28年６月30日（予定）

 

(2) 解散に係る決定に至った理由

マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社とマニュライフ・アセット・マネジメント

株式会社は、それぞれの取締役会において、平成28年７月１日（予定）を効力発生日として本合

併を決議し、平成28年４月８日付で合併契約を締結したため。

 

(3) 法令に基づき解散に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し

提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨

 

平成28年４月８日付でマニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社のホームページ

（http://www.mlij.co.jp/）に当該情報を掲載しております。
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